
舞鶴市告示第 123号 

 

 舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  平成 23年 11月 16日 

 

舞鶴市長 多々見 良 三    

 

   舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付要綱 

(趣旨) 

第 1条 市長は、事業活動による環境への負荷を低減し、地球温暖化の防止を図る

ため、環境マネジメントシステムを導入し、その認証等を受けた中小企業者に対

し、補助金等の交付に関する規則(昭和 50 年規則第 25 号。以下「規則」とい

う。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市環境マネジメ

ントシステム認証取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。 

 (定義) 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 環境マネジメントシステム 環境への負荷を低減するために、企業が環境

に配慮した事業活動を計画し、実行し、及び評価する仕組みをいう。 

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)第 2条第 1項各号に

該当する者をいう。 

(補助対象者) 

第 3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号

のいずれにも該当する中小企業者とする。 

(1) 舞鶴市内に事業所を有する者 

(2) 市税を滞納していない者 

 (補助対象事業) 

第 4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、舞鶴

市内の事業所において、次の各号に掲げる規格に適合する環境マネジメントシス



テムを導入し、それぞれ当該各号に定める機関による認証等(複数の認証等を受

ける場合にあっては、いずれか 1の認証等に限る。)を受ける事業とする。 

(1) ISO14001又は ISO14005 公益財団法人日本適合性認定協会が認定する認証

機関 

(2) エコアクション 21 エコアクション 21中央事務局 

(3) KES・環境マネジメントシステム・スタンダード 特定非営利活動法人 KES

環境機構 

(4) エコステージ 一般社団法人エコステージ協会 

(補助対象経費) 

第 5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助

対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。 

 (1) コンサルタントによる診断、指導、助言等に要する経費 

 (2) 研修、講座等の受講に要する経費(受講者の旅費、宿泊費等を除く。) 

 (3) 環境マネジメントシステムの認証等に係る手数料その他これに類する経費 

(補助金の額等) 

第 6 条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に 3 分の 1 を乗じて得た額(その額

に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額)とする。ただし、

100,000円を限度とする。 

2 前項ただし書の規定にかかわらず、補助対象経費について、国、地方公共団体

又は公共的団体等から助成を受けるとき又は受けたときの補助金の額は、補助対

象経費の合計額から当該助成額相当額を減じて得た額又は 100,000円のいずれか

低い額を限度とする。 

3 補助金の交付は、1の補助対象者につき 1回限りとする。 

(交付申請) 

第 7条 規則第 4条に規定する申請書は、舞鶴市環境マネジメントシステム認証取

得費補助金交付申請書(様式第 1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、

認証等を受けた日から起算して 1年を経過する日までに市長に提出しなければな

らない。 

(1) 環境マネジメントシステムの認証等を受けたことを証する書類の写し 

(2) 収支決算書 



(3) 補助対象経費の支払に係る領収書等の写し 

(4) 中小企業者であることが確認できる書類 

(5) 市税の納税証明書 

(6) その他市長が必要と認める書類 

(交付決定等) 

第 8条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその

内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市環境マネジ

メントシステム認証取得費補助金交付決定及び額確定通知書(様式第 2号)又は舞

鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金不交付決定通知書(様式第 3号)

により通知するものとする。 

(補助金の返還) 

第 9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当

該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(協力) 

第 10 条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて環境マネジメン

トシステムの運用状況等に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。 

(その他) 

第 11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に環境マネジメントシステムの認証

等を受けた事業から適用する。 

 



様式第 1号(第 7条関係) 

年  月  日 

(宛先) 舞鶴市長 

 

申請者 所在地 

                  名 称 

                  代表者名           ㊞ 

                  電話番号 

 

舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付申請書 

 

舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付要綱第 7条の規定に基づ

き、関係書類を添えて、下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

1 認証等を
受けた事
業所の状
況 

事業所名  

所在地 舞鶴市 

業種  

資本金の額 円 

従業員数 人 

2 認証等を受けた規格名 

□ ISO14001 
□ ISO14005 
□ エコアクション 21 
□ KES・環境マネジメントシステム・スタンダード 
□ エコステージ 

3 認証等を受けた日      年   月   日 

4 認証等番号  

5 交付申請額                   円 

6 他の制度による助成金
等の有無 

□ 有(助成金等名：             ) 
   (金額：               円) 
□ 無 

添付書類 

(1) 環境マネジメントシステムの認証等を受けたことを証する書類の写し 

(2) 収支決算書 

(3) 補助対象経費の支払に係る領収書等の写し 

(4) 中小企業者であることが確認できる書類 

(5) 市税の納税証明書 

(6) その他市長が必要と認める書類 



様式第 2号(第 8条関係) 

 

舞鶴市指令第     号 

 

 

名称 

代表者名          様 

 

 

舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付決定及び額確定通知書 

 

     年  月  日付けで交付申請のありました舞鶴市環境マネジメントシ

ステム認証取得費補助金については、次のとおり交付決定し、及び補助金額を確

定したので通知します。 

 

     年  月  日 

 

 

舞鶴市長          印 

 

 

 

      交付決定額(補助金確定額)             円 

 



様式第 3号(第 8条関係) 

 

舞鶴市指令第    号 

 

 

名称 

代表者名          様 

 

 

舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付申請のありました舞鶴市環境マネジメントシ

ステム認証取得費補助金については、交付しないことと決定したので通知します。 

 

    年  月  日 

 

 

舞鶴市長          印 

 

(不交付の理由) 

  



(制定理由) 

 事業活動による環境への負荷を低減し、地球温暖化の防止を図るため、環境マネ

ジメントシステムを導入し、その認定等を受けた中小企業者に交付する舞鶴市環境

マネジメントシステム認証取得費補助金について、必要な事項を定めるものです。 

   

(制定内容) 

1 題名 舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付要綱 

2 趣旨(第 1条) 

3 定義(第 2条) 

(1) 環境マネジメントシステム 環境への負荷を低減するために、企業が環境

に配慮した事業活動を計画し、実行し、及び評価する仕組み 

(2) 中小企業者 中小企業基本法第 2条第 1項各号に該当する者 

4 補助対象者等(第 3条) 次のいずれにも該当する中小企業者 

(1) 舞鶴市内に事業所を有する者 

(2) 市税を滞納していない者 

5 補助対象事業(第 4 条) 舞鶴市内の事業所において、次に掲げる規格に適合す

る環境マネジメントシステムを導入し、それぞれ当該各号に定める機関の認証等

(複数の認証等を受ける場合にあってはいずれか 1の認証等に限る。)を受ける事

業 

(1) ISO14001又は ISO14005 公益財団法人日本適合性認定協会が認定する認証

機関 

(2) エコアクション 21 エコアクション 21中央事務局 

(3) KES・環境マネジメントシステム・スタンダード 特定非営利活動法人 KES

環境機構 

(4) エコステージ 一般社団法人エコステージ協会 

6 補助対象経費(第 5条) 補助対象事業に要する次に掲げる経費 

 (1) コンサルタントによる診断、指導、助言等に要する経費 

 (2) 研修、講座等の受講に要する経費(受講者の旅費、宿泊費等を除く。) 

 (3) 環境マネジメントシステムの認証等に係る手数料その他これに類する経費 

7 補助金の額等(第 6条) 



(1) 補助金の額 補助対象経費の合計額に 3分の 1を乗じて得た額(1,000円未

満切捨て、限度額 100,000円) 

(2) 他の助成金を受ける場合における補助金限度額の特例 補助対象経費の合

計額から当該助成金の額を減じて得た額又は 100,000円のいずれか低い額 

(3) 補助金の交付は、1の補助対象者につき 1回限り 

8 交付申請(第 7 条) 舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付申

請書等を、認証等を受けた日から起算して 1年を経過する日までに市長に提出 

9 交付決定等(第 8条) 舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付

決定及び額確定通知書又は舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金不

交付決定通知書により通知 

10 補助金の返還(第 9条) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場

合は返還させることが可能 

11 協力(第 10 条) 補助金の交付を受けた者に対し、環境マネジメントシステム

の運用状況等に関する資料の提供その他の協力を求めることが可能 

12 その他(第 11条) 

 

(施行期日等) 

1 施行期日 告示の日 

2 適用区分 同日以後に環境マネジメントシステムの認証等を受けた事業から適 

 用 

 

(予算額) 

平成 23年度 1,000千円 


